
・書類審査

・山形市産材証明書（様式第２号）

・山形市産材使用明細書（様式第３号）

・工事請負契約書の写し

・納税証明書（原本）

・建築基準法に基づく確認済証の写し

・【加算対象】該当状況が確認できる書類

・市産材確認

・書類審査

・事業実績書（様式第６号）

・市産材出荷証明書（様式第７号）

・市産材の生産・流通履歴が確認できるもの

・住民票謄本

※加算なし、環境貢献加算と異なる点は赤字にしております

　 【問い合わせ先】
山形市農林部森林整備課　（市役所６階）
　　〒９９０－８５４０　　山形市旅篭町二丁目３番２５号
　　　　　　　　　　　　　　電話　０２３－６４１－１２１２　（内線　４４８）

補助金の交付補助金の受領

確定通知書の受理

入居後　　実績報告

・環境貢献市産材支援家づくり事業費補助金交付申請書

・環境貢献市産材支援家づくり事業計画書（様式第１号）

・新築する戸建て住宅の案内図及び平面図

・環境貢献市産材支援家づくり事業費補助金実績報告書

報告書の受理

　薪ストーブ等設置加算の場合は誓約書（様式第４号）

補助金額の確定通知書

令和8年度環境貢献市産材支援家づくり事業　手続きフロー

申請者 山形市

環境貢献市産材支援家づくり事業の申請 申請受理

交付決定通知書木工事着手

世帯加算、薪ストーブ等設置加算に該当する場合

・市産材を使用した箇所の写真及び
　木工事完成写真

申 請

通 知

報 告

適合
適合

通 知

交 付

！！提出期限にご注意ください！！

移住世帯、子育て世帯、三世代等世帯の世帯

加算、薪ストーブ等設置加算に該当する場合

は、新築した戸建て住宅への入居日から
２０日を経過する日又は令和９年３月３１日の
いずれか早い日

◎お願い

市産材利用拡大促進のため、ＰＲ用のぼり旗とポールをお渡ししますので、

現場に工事完了まで飾っていただき、実績報告書提出時にご返却ください。


